
                    

 

相模原市指定都市移行１０周年記念冠事業を募集します 

 

本市は、平成２２年４月に指定都市に移行し、令和２年４月に１０周年を迎えます。 

この節目を祝い、市民と一緒に盛り上げるために「指定都市移行１０周年記念」と冠

表示をする事業やイベントを本年２月１５日(土)から募集しますので、お知らせします。 

 
【募集概要】 

対  象 

令和２年４月１日～令和３年３月３１日までに市内で開催される

事業・イベント等 

※個人主催のものは対象外です。 

応募方法 

・令和２年２月１５日(土)から募集開始 

・冠表示を使用する１カ月前までに、広域行政課にある申請書（市

公式ホームページにも掲載）を郵送、ファクス又は直接提出 

【申込先】 

 〒２５２－５２７７ 

相模原市中央区中央２－１１－１５ 

相模原市役所 広域行政課 宛て 

ファクス：０４２－７５４－２２８０ 

 

  【使用方法】 

表 示 

事業名称に使用する冠表示は、原則として次のとおりです。 

「指定都市移行１０周年記念」 

「相模原市指定都市移行１０周年記念」 

使 用 例 
指定都市移行１０周年記念 第○回○○○○○まつり 

※冠表示は、字体・文字サイズ・色等の指定はありません。 

 

    ※本事業の取扱いの詳細は、別紙のとおりです。 

 

 

 

 

令和２年２月１４日 

相 模 原 市 発 表 資 料  

問合せ先 

 広域行政課 

電話 ０４２－７６９－８２４８ 



相模原市指定都市移行１０周年記念冠事業取扱要領 

(趣旨) 

第１条 この要領は、相模原市指定都市移行１０周年記念冠事業（以下「指定都市

移行１０周年記念冠事業」という。）の取扱いについて、必要な事項を定めるも

のとする。 

(定義) 

第２条 この要領において、指定都市移行１０周年記念冠事業とは、相模原市指定

都市移行１０周年を記念する旨をその名称に冠して、原則として令和２年４月１日

から令和３年３月３１日までの間に実施する事業をいう。 

(冠事業の承認) 

第３条 指定都市移行１０周年記念冠事業を実施するものは、この要領に定めると

ころにより市長の承認を受けなければならない。ただし、相模原市が主催、共催

又は後援する事業については、この限りでない。 

２ 前項の承認(以下「冠事業の承認」という。)は、指定都市移行１０周年を記念

した事業に対して行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合

は、冠事業の承認を行わない。 

（１）特定の政党その他の政治団体の利害に関するもの 

（２）特定の宗教、宗派、教団等の利害に関するもの 

（３）公序良俗に反するもの 

（４）個人主催によるもの 

（５）前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるもの 

(承認手続) 

第４条 冠事業の承認を受けようとするものは、相模原市指定都市移行１０周年記

念冠事業承認申請書(第１号様式)により、市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請を受け、冠事業の承認の可否を決定したときは、

相模原市指定都市移行１０周年記念冠事業承認(不承認)通知書(第２号様式)によ

り、当該申請をしたものに通知するものとする。 

３ 市長は、冠事業の承認に当たり、必要な条件を付すことができる。 

(承認内容の変更) 

第５条 冠事業の承認を受けたものが、承認を受けた事業の内容を変更し、又は中

止しようとするときは、直ちに相模原市指定都市移行１０周年記念冠事業内容変

更報告書(第３号様式)により、市長に報告し、その指示に従わなければならない。 

(承認の取消し) 

第６条 市長は、冠事業の承認をした事業が第３条第２項各号のいずれかに該当す

ることが確認できたとき、その他指定都市移行１０周年記念冠事業として適当で



ないと認められるときは、冠事業の承認を取り消すことができる。 

２ 前項の規定による冠事業の承認の取消により損害が生じた場合であっても、市

はその損害を賠償する責めを負わない。 

３ 市長は、第１項の規定により、冠事業の承認を取り消したときは、相模原市指

定都市移行１０周年記念冠事業承認取消通知書(第４号様式)により、当該申請を

したものに通知するものとする。 

(冠表示の使用) 

第７条 冠事業の承認を受けたものは、原則として「指定都市移行１０周年記念」

又は「相模原市指定都市移行１０周年記念」の表現を使用することができる。 

(委任) 

第８条 この要領に定めるものほか、指定都市移行１０周年記念冠事業の取扱いに

ついて必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

１ この要領は、令和２年２月１５日から施行する。 

２ この要領は、令和３年３月３１日限り、その効力を失う。 



第１号様式（第４条関係） 

 

 令和  年  月  日  

 

相模原市指定都市移行１０周年記念冠事業承認申請書 

 

相模原市長 宛て 

 

申請者  所 在 地                

団 体 名                

代表者名                

電  話                

 

次の事業について、相模原市指定都市移行１０周年記念冠事業の承認を受けたい

ので、相模原市指定都市移行１０周年記念冠事業取扱要領第４条第１項の規定によ

り申請します。 

なお、本事業の実施に当たっては、相模原市指定都市移行１０周年記念冠事業取

扱要領の規定を遵守するとともに市長の指示に従います。 

名  称  

開 催 日 

※開催日が予定の場合は、「予定」と記入してください。 

  年  月  日～    年  月  日（  日間） 

開催場所  

目  的 

※具体的に記入してください。 

 

内  容 

※具体的に記入してください。 

 

そ の 他 
 

担当者名 

役職  

（フリガナ）  

氏 名  

住所  

E-mail  電話  

※必要に応じて関連書類の提出をお願いする場合があります。 



第２号様式（第４条関係） 

 

  令和 年  月  日  

 

相模原市指定都市移行１０周年記念冠事業承認（不承認）通知書 

 

 様 

 

相模原市長 

 

令和 年  月  日付けで申請のありましたこのことについて、相模原市指定

都市移行１０周年記念冠事業取扱要領第４条第２項の規定により、次のとおり通知

します。 

名  称  

内 容 等 申請書記載のとおり 

決定区分 □ 承認       □ 不承認 

承認しない

理   由 

 

承認の条件 

（１）事故防止について十分な措置を講じること。 

（２）事業等に要する経費は、主催者が負担すること。 

（３）市は事業等に伴う行為による損害等の賠償責任を負わない。 

（４）内容の変更を行う場合や中止する場合は、速やかに市長に報

告すること。 

担 当 課 
企画財政局企画部広域行政課 

電話 ０４２（７６９）８２４８（直通） 

 



第３号様式（第５条関係） 

 

 令和  年  月  日  

 

相模原市指定都市移行１０周年記念冠事業内容変更報告書 

 

相模原市長 宛て 

 

報告者  所 在 地                

団 体 名                

代表者名                

電  話                

 

次の事業について、相模原市指定都市移行１０周年記念冠事業の承認を受けまし

たが、承認を受けた事業の内容に変更がありましたので、相模原市指定都市移行 

１０周年記念冠事業取扱要領第５条の規定により、次のとおり報告します。 

なお、この報告に基づく市長の指示に従います。 

名  称  

報告区分 □ 内容の変更       □ 事業の中止 

内  容 

※具体的に記入してください。 

 

そ の 他 
 

 



第４号様式（第６条関係） 

 

  令和 年  月  日  

 

相模原市指定都市移行１０周年記念冠事業承認取消通知書 

 

 様 

 

相模原市長 

 

令和 年  月  日付けで相模原市指定都市移行１０周年記念冠事業の承認を

行った事業について、相模原市指定都市移行１０周年記念冠事業取扱要領第６条の

規定により、次のとおり承認を取り消しましたので通知します。 

名  称  

開 催 日   年  月  日～    年  月  日（  日間） 

開催場所 
 

承 認 を 

取り消す 

理  由 
 

担 当 課 
企画財政局企画部広域行政課 

電話 ０４２（７６９）８２４８（直通） 

 



別 紙（第７条関係） 

 

○冠表示について 

 事業名称に使用する冠表示は、原則として「指定都市移行１０周年記念」 

又は「相模原市指定都市移行１０周年記念」とします。字体・文字サイズ・色等

の指定はありません。 

 

 

  （例） 指定都市移行１０周年記念 第○○回○○○○○○まつり 

 

 

 

 

 


